別記様式第2号の7(第6条の7関係)
	子育て世帯向け住宅の入居期限の延長に関する承諾書

年　　月　　日　

　北見市長　　様

入居者氏名　　　　　　　　　　印印　

　子育て世帯向け住宅の入居期限の延長について、次のとおり説明を受け、承諾しました。

記

1　入居中の子育て世帯向け住宅の名称等
住宅名
住宅番号
型別(間取り)
住宅の所在地

2　延長後の入居期限
(1)　1の子育て世帯向け住宅の延長後の入居期限は、北見市公営住宅管理規則第6条の6第3項の規定により　　　　年　　月　　日までであること。
(2)　この延長後の入居期限は、再度延長された場合を除き、延長後の入居期限の到来によってその効力を失うので、必ず、当該延長後の入居期限が到来する日までに1の子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならないこと。

3　入居期限の再延長
(1)　次のアからウのいずれにも該当する場合は、同居している18歳に達していない者(該当者が2人以上あるときは、そのうち年齢が最も低い者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長後の入居期限を延長することができること。
ア　北見市公営住宅条例第22条第1項第2号に掲げる条件を具備していること。
イ　北見市公営住宅条例第51条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
ウ　入居期限が到来する日において、同居者に18歳に達していない者があること。
(2)　延長後の入居期限の延長を受けようとする場合は、延長後の入居期限が到来する日の30日前までに別記様式第2号の5の申請書に収入を証する書類そのた市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならないこと。ただし、延長後の入居期限が到来する日の30日前の日後において、子の出生等により(1)のアからウまでに該当する事情が生じた場合には、延長後の入居期限が到来する日まで当該申出書を提出することができること。



